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今後の精神保健医療福祉施策の 

動向について 
 



精神保健医療福祉の現状 

2 



精神疾患の患者数 
（医療機関にかかっている患者） 
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 資料：患者調査 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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精神疾患外来患者の疾病別内訳 
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 てんかん 

 アルツハイマー病 

 その他の精神及び行動の障害 

 神経症性障害，ストレス関連障害 

 及び身体表現性障害 

 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） 

 統合失調症，統合失調症型障害 

 及び妄想性障害 

 精神作用物質使用による精神 

 及び行動の障害 

 血管性及び詳細不明の認知症 

 資料：患者調査  ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 



精神病床入院患者の疾病別内訳 
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 資料：患者調査  ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 

※入院患者の内、  
 不詳のものは 
 除いている 
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（精神・障害保健課調べ） 

18.9% 

43.1% 

58.1% 

70.1% 

75.7% 
78.8% 

81.4% 83.0% 84.3% 85.6% 86.7% 87.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H22年6月入院 

H22年6月精神科病院に入院した患者の 

入院後1年間の月別累計退院率 

7 



精神病床の平均在院日数の推移 
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 資料：病院報告 

在院日数 

（単位：日） 

※平均在院日数= 
年間在院患者延数 

½×（年間新入院患者数＋年間退院患者数） 



資料：平成23年精神・障害保健課調より推計  

Ｈ２２に 
退院した 

１年以上入院者 
4.9万人 

（＋0.2万人） 
 

H1６：4.7万人 

1年以上 3ヶ月以上1年未満 ３ヶ月未満 

精神病床における患者の動態の年次推移 

Ｈ２２の 
新規入院者のうち 
３か月以上１年未満 

で退院した者 
11.９万人 

（＋1.６万人) 
 

H15：10.3万人 

Ｈ２２の新規入院者のうち 
３か月未満で退院した者 

 
23.4万人 
（＋3万人） 

 
H15：20.4万人 

新規入院者の８８％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ２３の１年以上入院者数 
：20.０万人 
（－2.６万人） 

 

Ｈ１６：22.6万人 
 
 

 

Ｈ2２の新規入院者 
のうち、３か月以上 

入院する者 
：16.８万人 
（＋1.６万人) 

H15：15.2万人 

Ｈ2２の新規入院者 
のうち、１年以上 

入院する者：５.０万人 
（＋0.1万人） 

H15：4.9万人   

  
  Ｈ２２の新規入院者 

：４０.２万人 
（＋４.６万人） 

 

H15：35.6万人 
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入院期間：１年～５年 

家庭復帰等 GH、CH、社会復帰施設等 高齢者福祉施設 
転院・院内転科 死亡 その他 
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入院期間：５年以上 

精神科病院からの退院者の状況 

28,004
名 
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名 

1,350
名 

平成２３年度精神・障害保健課調べ 10 



精神保健医療福祉行政の動向 
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「こころのバリアフリー宣言」
の普及等を通じて精神疾患
や精神障害者に対する国民

の理解を深める 

相談支援、就労支援等の施設
機能の強化やサービスの充実
を通じ市町村を中心に地域で

安心して暮らせる体制を整備す
る 

救急、リハビリ、重度など
の機能分化を進めできるだ
け早期に退院を実現できる 

体制を整備する 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という 

精神保健福祉施策の基本的方策の実現 

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、 
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。 

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める 

・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う 

精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み 

国民の理解の深化 

地域生活支援の強化 精神医療の改革 

基盤強化の推進等 

※上記により、今後１０年間で、受入条件が整えば退院可能な者約７万人について、解消を図る。 

※平成16年9月 精神保健福祉対策本部（本部長：厚生労働大臣）決定 
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精神保健医療福祉の充実に関する検討 

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（平成22年6月29日閣議決定）（抜粋） 
 
（４）医療 

 ○  精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し 
   等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。 
 ○  「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活  
  面 の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、 
  平成23 年内にその結論を得る。 
 ○  精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、 
  総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。 

Ⅲ．人員体制の充実 
Ⅱ．強制入院 
    保護者制度 

「新たな地域精神保健医療体制
の構築に向けた検討チーム」（主
担当：厚生労働大臣政務官）で、
平成２４年６月２８日とりまとめ 

精神障害者毎に１人決められる「保護者」
（主に家族）だけが支える仕組みから地域
全体で支える仕組みへの転換に向け、 
・「保護者」のみに課せられた責務の廃止 
・「保護者」の同意によらない入院手続き 
 の検討 

Ⅰ．退院支援 
    地域生活支援 

平成２３年内に概ね検討済み 

・病院からの退院に関する目標
値の設定 
・アウトリーチ（訪問支援）の充実 
・精神科救急医療体制の充実 
・医療計画への精神疾患の追加 
・相談支援の充実 
（地域移行支援・地域定着支援） 
・宿泊型自立訓練の充実 
・認知症と精神科医療     等 

・ 医療法上の精神病床の医師、看護 
 師等の人員配置基準は、一般病床よ 
 り低くなっている。 
・ 人員体制の検討に当たっては、精神 
 病床の機能の将来像も考慮した検討 
 が必要。 

「精神科医療の機能分化と 
質の向上等に関する検討会」を 

立ち上げ（平成２４年３月） 
平成２４年６月２８日とりまとめ 



Ⅰ 地域移行、社会的入院の解消に向けた、病院からの退院に関する明確な目標値の設定 

  第３期障害福祉計画（都道府県）における明確な目標値の設定 取組１ 

Ⅱ 地域移行・地域生活を可能とする地域の受け皿整備 

  できる限り入院を防止しつつ、適切な支援を行うアウトリーチ（訪問支援）の充実 取組２ 

  退院や地域での定着をサポートする地域移行支援、地域定着支援の創設 取組５ 

  地域生活に向けた訓練と、状態悪化時のサポートなどを合わせて実施 取組６ 

  夜間・休日の精神科救急医療体制の構築 取組３ 

  入院を前提とせず地域での生活を支える精神科医療と、地域の受け皿整備 取組７ 

◆医療面での支え 

◆福祉・生活面での支え（従来の障害福祉サービスの基盤整備に加え新たな取り組みとして） 

◆認知症の方に対する支え 

  医療機関の機能分化・連携を進めるため医療計画に記載すべき疾病への追加 取組４ 

精神医療福祉に関する取組（改訂版） 

○ 平成２２年閣議決定を踏まえ、退院支援、地域生活の支援体制の整備について検討を進め、以下の取
組を行っている。 
  （★） 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備 
     について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成２３年内に結論を得る。 



 
第３期障害福祉計画（都道府県）における 

病院からの退院に関する明確な目標値の設定 

取組１ 

○ 精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解 
 消をさらに進めていくため、退院のさらなる促進に関係する要素を 
 より具体化、精緻化した着眼点を設定する。 
  

  【着眼点１】 １年未満入院者の平均退院率 
         → 改革ビジョン以来の目標値（７６％）を達成するためには、現在より７％相当分引き上げることが必 
           要であり、「平成２６年度における平均退院率を、現在より７％相当分増加させる」ことを指標とする。 

   
  【着眼点２】 ５年以上かつ６５歳以上の退院者数 
         → ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増やさないようにするためには、退院者数を現行より約 
           ２０％増やすことが必要であり、第３期計画期間では「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上 
           の退院者数を、現在よりも２０％増加させる」ことを指標とする。 
 

  
  



想定されるチーム構成 

精神科医 

看護師 作業療法士 ピアサポーター
（当事者） 

（都道府県） 

 ・医療法人等に事業委託（モデル事業） 

 ・事業運営に係る評価委員会を設置 

 
・保健所、市町村 

・医療機関 

・障害福祉サービス事業所 

・介護保険事業所 

・教育機関 

・地域自立支援協議会等 

 

（地域の関係機関） 

【対象者】 

①受療中断者 ②長期入院の後退院し、病状が 

不安定な者  ③未受診者 ④ひきこもり状態の者 

  ※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の 

    気分障害圏、認知症による周辺症状がある者 

        （疑含み）を主たる対象とする 

家族等から
の相談 

情報交換等 
による連携 

対象者
の紹介 

受付・受理 

精神障害者アウトリーチ推進事業（平成23年度～）のイメージ 

相談支援専門員 精神保健福祉士 

★ 在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える。 

臨床心理技術者 

（臨床心理士等） 

平成２５年度予算額 
 ６．８億円 

【特徴】・医療や福祉サービスにつながっていない（中断している）段階からアウトリーチ（訪問）を実施 

      ・精神科病院等に多職種チーム（他業務との兼務可）を設置し、対象者及びその家族に対し支援 

     ・アウトリーチチームの支援により、診療報酬による支援（訪問看護等）や自立支援給付のサービスへ 

     つなげ、在宅生活の継続や病状安定をはかる 

取組２ 



図１ 精神科救急医療施設の利用状況 

    （平成22年度は暫定値） 

図２ 精神科救急医療施設への夜間・休日の 

        受診・入院件数（平成21年度） 

精神科救急事業実績（2009年度）
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精神科救急医療体制に関する検討会 報告書 概要 

【現状と課題】 
① 精神科救急情報センターへの電話相談件数や、精 
 神科救急医療施設への夜間・休日の受診件数や入院 
 件数（図1、2）は増加し、地域差が大きい。 
② 平成22年度、精神科救急医療圏148カ所、精神科 
 救急医療機関1069カ所。精神保健指定医は、13,374 
 名おり、病院の常勤医は約6300名となっている。 
③ 身体疾患を合併する精神疾患患者は、医療機関へ 
 の受け入れまでに、通常に比べ長時間を要している。 
④ うつ病や認知症の増加等により、身体疾患を合併 
 する精神疾患患者が増加傾向。 
 

 
 

●都道府県は、24時間365日搬送及び受入に対応できる
精神科救急医療システムを確保 

●都道府県は、24時間365日対応できる精神医療相談窓
口及び精神科救急情報センターを設置 

●各精神科病院は、自院の患者やその関係者等からの
相談等に、夜間・休日も対応できる体制を確保（ミクロ
救急体制の確保）  

                                  等 
 
 
 
 
 
 

【１】 都道府県が確保すべき精神科救急医療体制 

 
●縦列モデル：精神症状の治療を優先すべき患者は、必

要に応じ身体疾患に対応できる医療機関が診療支援し
つつ、精神科医療機関が対応することを原則 

 ・ 精神科医療機関と連携医療機関間で転院基準や必
要な手続き等についてあらかじめ調整する等により、連
携体制を構築 

 ・ また、都道府県は、精神科と身体科の両方の関係者
が参加する協議会の開催等の取組（GP連携事業）等を
推進 

●並列モデル：精神科を有する救急対応可能な総合病院
は、原則、精神・身体症状の両方とも中程度以上の患
者等を優先して対応する役割を明確化 

 ・ 精神科を有する救急対応可能な総合病院は、PSW配
置の推進、精神科対応の専門チームの配置を検討 

                                  等 

【２】 身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制確保 

 
●各都道府県の精神科救急医療体制整備事業の実施状況等に

ついて、定期的に集計を行い公表 
●三次救急の精神科救急医療機関について、治療内容や退院率

等について個別医療機関ごとに相互評価できる体制の推進
（医療の質や隔離・身体拘束水準のモニタリング） 

●精神科救急医療システムへの参画、後方支援医療機関として
救急医療機関からの依頼に適切に対応していること等につい
て、精神科医療機関の質の向上につながる評価指標の開発 

【３】 評価指標の導入 

平成２３年９月３０日 

【今後の対策】 

取組３ 



医療機関の機能分化・連携を進めるため 
医療計画に記載すべき疾病への追加 

取組４ 

○ 精神疾患の患者数が、現行の「４疾病」の患者数よりも多くなっていること等を踏 
 まえ、精神疾患を医療計画に記載すべき疾病に追加し、地域において求められる 
 医療機能、各医療機関等の機能分担や連携体制を明確化、各都道府県における 
 精神疾患に関する医療提供体制の整備を進める。 

精神疾患に関する医療計画  目指すべき方向 
 

【「医療計画について」（平成24年3月30日付け医政発第0330第28号） 抜粋】 

２ 医療連携体制について 

（２）医療計画に定める以下の目的を達成するために、医療機能に着目した診療実施施設等の役割分担

の明確化などを通じて、発症から診断、治療、地域生活・社会復帰までの支援体制を明示すること。 

  ① 住み慣れた身近な地域で基本的な医療支援を受けられる体制を構築すること。 

  ② 精神疾患の患者像に応じた医療機関の機能分担と連携により、適切に保健・福祉・介護・生活支援・就労 

   支援等のサービスと協働しつつ、総合的に必要な医療を受けられる体制を構築すること。 

  ③ 症状が多彩にもかかわらず自覚しにくい、症状が変化しやすい等のため、医療支援が届きにくいという特 

   性を踏まえ、アクセスしやすく、必要な医療を受けられる体制を構築すること。 

  ④ 手厚い人員体制や退院支援・地域連携の強化など、必要な時に入院し、できる限り短期間で退院できる体 

   制を構築すること。 

  ⑤ 医療機関等が提供できる医療支援の内容や実績等についての情報を積極的に公開することで、患者が医 

   療支援を受けやすい環境を構築すること。 



（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ） 

 
 
 
（地域移行支援） 
 ・地域移行支援サービス費 2,300単位/月 
  
 ・退院・退所月加算    2,700単位/月 
  （退院・退所月に加算） 

  

 ・集中支援加算       500単位/月 
   （月6日以上面接・同行による支援 
   を行った場合に加算） 

           
 ・障害福祉サービス事業の  300単位/日 
  体験利用加算 
  
 ・体験宿泊加算（Ⅰ）    300単位/日 
  
 ・体験宿泊加算（Ⅱ）    700単位/日 
  
 ・特別地域加算        ＋15/100 
 
（地域定着支援） 
 ・地域定着支援サービス費 
   〔体制確保分〕     300単位/月 
   〔緊急時支援分〕    700単位/日 
  
 ・特別地域加算        ＋15/100 
 
 
 
 

報 酬 単 価 

○居宅で単身等で生活する者との
常時の連絡体制

○緊急訪問、緊急対応

市町村 ・ 保健所 ・ 精神保健福祉センター ・ 福祉事務所 ・ 障害福祉サービス事業所 ・
障害者就業・生活支援センター 等

自立支援協議会によるネットワーク化

【終期】

○住居の確保等

○同行支援

○関係機関調整

【中期】

○訪問相談

○同行支援

○日中活動の
体験利用

○外泊・体験宿泊

【初期】

○計画作成

○訪問相談、
情報提供

相談支援事業者と 連携による地域

移行に向けた支援の実施
【精神科病院・入所施設】

外泊・宿泊体験
【自宅・アパート・グループホーム等】

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

通院、デイ ケア、訪問看護

連携

地域移行支援 地域定着支援
・事業の対象者

への周知

・意向の聴取等

・対象者選定

相談支援
事業者へ
つなげる

退院・退所

※ 精神障害者の退院促進支援事業の手引き（平成１９年３月日本精神保健福祉士協会）を参考に作成

連携

日中活動、居宅サービス利用

住まいの場の支援

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要 

地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活 
    へ移行するための支援を行う。 
地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支    
         援を行う。 

地域移行支援 地域定着支援 

事業所数 ２６２事業所 ２５５事業所 

利用者数 ５４７人 １，２８２人 

国保連平成25年3月実績 

取組５ 



                                                H24.4.1～ 

連携 

日中活動サービスの実施  
（自立訓練（生活訓練）、就労継続支援Ｂ型など） 

地域移行支援・地域定着支援の実施 
（新生活の準備支援、２４時間の相談支援体制、緊急時対応など） 

ショートステイの実施 
（再入院の予防・悪化時の受け入れなど） 

＋ 事業者の選択により、次のサービ
スを組み合わせて実施 

  ▲ 改正障害者自立支援法の施行・新体系移行の期限 

 ★相談支援の充実 
 ・ ケアマネジメントの導入によりサービス利用計画案を重視 
 ・ 相談支援体制の強化（地域移行支援・地域定着支援の個別給付化）など  

改正障害者自立支援法の施行に伴い、平成24年度からは宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動
サービスやショートステイの事業等を組み合わせて実施しやすくするとともに、新たに創設する地域移行支援・地
域定着支援を組み合わせて実施すること等により、病院・入所施設からの地域移行・地域生活への定着を一
層促進。 

宿泊型自立訓練 
（夜間における地域生活のための訓練等） 

※ 看護職の配置を評価 

   精神障害者生活訓練施設、知的障害者通 
  勤寮など旧体系施設 

（昼夜を通じた社会復帰のため訓練等） 

※旧体系施設については、平成２４
年４月から新体系へ移行 

～H24.3.31 

 

 地域移行・地域生活支援機能の強化を図る観 
 点等から宿泊型自立訓練の規制を見直し 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

                        

                      

① 標準利用期間が3年の場合の報酬設定の見直し等 
 ・  長期間入院していた者等の減額単価（162単位）の適用時期  

  を現行の2年から標準利用期間である3年を超える場合に延長。  
 ・ 支給決定プロセスの見直しに伴い、長期入院者に加え、長期の 

  ひきこもりなど長期の支援が必要な場合は、標準利用期間を3年 

  とするよう、自治体・事業者等に周知。 

 

② 短期入所を行う場合の要件緩和（空床の利用） 
    宿泊型自立訓練等においても、必要な人員を配置した場合には、 

   空床等を利用して短期入所事業が実施できるよう、基準を見直し。 

 

③ 看護職配置加算の創設 
    医療的な支援を充実させるため、看護職員の配置を評価する加 

  算を創設。                     など 

  

宿泊型自立訓練の地域移行・地域支援機能の強化 
取組６ 



『今後の認知症施策の方向性について』の概要 

○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、｢認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域 
      のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。 
○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流れとする標準的な 
  認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）を構築することを、基本目標とする。 

今後目指すべき基本目標－ケアの流れを変える－ 

 ２ 早  期  診  断 ・ 早  期  対  応    

 ３ 地域での生活を支える医療サービスの構築 

気づき～診断まで 日常在宅ケア 日常在宅ケア 急性増悪期ケア 

 ５ 地域での日常生活・家族の支援の強化 

自宅 
家族 

本人 

気づき 

自宅 
家族 

本人 

自宅 

家族 

本人 

認知症初期集中 
  支援チーム 

認知症疾患 
医療センター 確定診断 

かかりつけ医 
認知症 
疑い 

日常診療 

居宅サービス 
地域密着型サービス等 

短期入所等施設を 
利用したサービス  

認知症行動・心理症状悪化時 
などの急性増悪期診療 

短期治療 
（精神科医療機関等） 

日常診療 

急性 
増悪期 

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合
に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理
解できるよう、標準的な認知症ケアパスの作成と普及を推進する。 

  １ 標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

認知症の人や家族に関
わり、アセスメント、家族
支援などの初期支援を
包括的・集中的に行い、
自立生活のサポートを 
行う事業をモデル的に 
実施する。 

「認知症初期集中支援 
 チーム」の設置 認知症の人の日常の医療をかかりつけ医が

担えるよう、その認知症対応力の向上を図
る。 

かかりつけ医の認知症対応力の向上 

かかりつけ医と連携し、そのバックアップを担
う医療機関を整備し、早期の的確な診断、介
護との連携を確保する。 

「身近型認知症疾患医療センター」の整備 

不適切な薬物使用により長期入院することのないように、実践
的なガイドラインを策定し、普及を図る。 

「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

一般病院勤務の医師・看護師をはじめとする医療従事者が、認知症
ケアについて理解し適切な対応ができるよう研修を拡充する。 

一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保 

医療従事者、介護関係者を含めた有
識者等により十分な調査、研究を行
う。 

精神科病院に入院が必要な 
状態像の明確化 「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診

療計画）」の作成等を通じて、退院後に必要な介護サービ
ス等が円滑に提供できる仕組づくりを推進する。 

精神科病院からの円滑な退院・在宅復帰の支援 

「身近型認知症疾患医療セン
ター」の職員が行動・心理症状
等で対応困難な事例へのアド
バイスや訪問をし、専門的な
医療を提供する。 

一般病院・介護保険施設等 
での認知症対応力の向上 

 ４ 地域での生活を支える介護サービスの構築 

「グループホーム」「小規模多機
能型居宅介護」などの地域密着
型サービスの拡充を図る。 

認知症にふさわしい 
介護サービスの整備 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合
には、介護保険施設等の地域の介護サービスがその担い手
となることを推進していく。 

認知症行動・心理症状が原因で在宅生活が 
困難となった場合の介護保険施設等での対応 

「グループホーム」の事業所が、その知識・経
験・人材等を生かして、在宅で生活する認知
症の人やその家族への相談や支援を行うこと
を推進する。 

「グループホーム」の活用の推進 

６ 若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンドブックを作成、配布するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置等を促進する 

７ 認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活の支援として「認知症ライフサポートモデル」を策定し、これらを踏まえ医療・介護サービスを担う人材を育成する 

全国の市町村に、介護と医療の連携を強化し、認知症施策の推
進役を担う「認知症地域支援推進員」を設置する。 

「認知症地域支援推進員」の設置 
「認知症サポーター」の養成を引き続き進めるとともに、
その自主的な活動が、認知症の人を支える地域づくりへ
と広がりをみせるよう支援していく。 
 

「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施 

全国の自治体で権利擁護の確保や、市
民後見人の育成と活動支援が実施され
るよう、その取組の強化を図る。 

市民後見人の育成と活動支援 

認知症の人のアセスメント、サービス提供等
を行う際には、認知症の人だけでなく、家族
への支援の視点を含めたサービス提供が行
われるようにする。 

家族に対する支援 

老健施設・特養等  

取組７ 



精神保健福祉法の改正 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴
い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
 ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行
う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
 ・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
 ・退院促進のための体制整備 
 を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 

 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を
勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の
在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 
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１．概要 

 
２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の
策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴
い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
 ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行
う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
 ・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
 ・退院促進のための体制整備 
 を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 
 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を
勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の
在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 
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１．概要 

２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の
策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 



精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会 
今後の方向性に関する意見の整理（平成24年6月28日）（概要） 

在院者 

入院日 

「重度か
つ慢性」 

３ヶ月 １年 

質の高い 
入院医療 

退院支援
の充実 

退院者 退院患者
の増加 

退院 

「重度か
つ慢性」 

退院 

長期在院者 

１年 

退院者 
将来 

退院患者の
増加 

【機能分化を進めた場合の今後の入院患者のイメージ】 

○３か月未満について、医師・看護職員は一般病床と同等の配置とし、

精神保健福祉士等の退院支援に関わる従事者の配置を規定する。 

○３か月～１年未満について、医師は現在の精神病床と同等の配置と

し、看護職員は３対１の配置を基本としつつ、そのうち一定割合は、精神

保健福祉士等の従事者の配置を可能とする。精神保健福祉士等の退

院支援に関わる従事者の配置を規定する。 

○重度かつ慢性について、調査研究等を通じ患者の基準を明確化し、

明確かつ限定的な取り扱いとする。 

○精神科の入院患者は、「重度かつ慢性」を除き、１年で退院させ、入院

外治療に移行させる仕組みを作る。 

 

＜精神科医療の現状＞ 
 ○ 新規入院者のうち、約６割は３か月未満で、約９割は１年未満で退院。 一方、１年以上の長期在院者が約２０万人（入院者全体の３分の２） 
 ○ 精神病床の人員配置は、医療法施行規則上、一般病床よりも低く設定（医師は３分の１、看護職員は４分の３） 

＜精神病床の今後の方向性＞ 
 ○ 精神科医療へのニーズの高まりに対応できるよう、精神科入院医療の質の向上のため、精神疾患患者の状態像や特性に応じた精神病床の 
  機能分化を進める。 
 ○ 機能分化にあたっては、退院後の地域生活支援を強化するため、アウトリーチ（訪問支援）や外来医療などの入院外医療の充実も推進する。 
 ○ 機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行をさらに進める。結果として、精神病床は減少する。 
 

以上のように、機能分化を着実に進めていくことにより、今後、精神科医療の中心となる急性期では一般病床と同等
の人員配置とし、早期退院を前提としたより身近で利用しやすい精神科医療とする 

<

新
た
な
入
院
患
者>

 

<

現
在
の
長
期
在
院
者>

 

入院外の治
療に移行 

○現在の長期在院者について、地域移行の取組を推進し、外来部門

にも人員の配置が実現可能な方策を講じていくと同時に、地域移行の

ための人材育成を推進する。 

    医師は現在の精神病床の基準よりも少ない配置基準とし、看護職

員、精神保健福祉士、作業療法士、理学療法士、看護補助者（介護職

員）等の多職種で３対１の人員配置基準とする。 

 さらに、開放的な環境を確保し、外部の支援者との関係を作りやす

い環境とすることで、地域生活に近い療養環境にする。 

地域移行
の取組を

推進 
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○厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

第４１条 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質か
つ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（以下この条において「指
針」という。）を定めなければならない。 
２ 指針に定める事項は、次のとおりとする。 
 一 精神病床（病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。）の    
 機能分化に関する事項 
 二 精神障害者の居宅等（居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。）における保   
 健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項 
 三 精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医療従事者と精 
 神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との 
 連携に関する事項 
 四 その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項 
  
                           （略） 
 

精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
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精神障害者に対する医療の提供を確保するための 

指針等に関する検討会 

１．趣旨 

 第183回国会で成立した精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
を改正する法律により新たに策定することとされた精神障害者に対する医療
の提供を確保するための指針（厚生労働大臣告示。以下「指針」という。）
に記載すべき内容等について、有識者、関係者の参集を得て検討を行う。 

 
２．検討事項 

（１）以下の指針の内容に関する事項 

①精神病床の機能分化に関する事項 

②精神障害者の居宅等における保健医療サービスおよび福祉サービスの
提供に関する事項 

③精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医
療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関す
る専門的知識を有する者との連携に関する事項 

④その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する
重要事項 

（２）その他精神保健医療福祉に関する事項 
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良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要） 

○入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医 
療の実現に向け、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全
ての関係者が目指すべき方向性を定める指針として策定予定。 

  

１．精神病床の機能分化に関する事項 

○機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するととも
に、地域移行を更に推進する。結果として、精神病床は減少する。 

○地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む
具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、
様々な関係者で検討する。 

○急性期の患者に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員は
一般病床と同等の配置を目指す。 

○在院期間が１年を超えないうちに退院できるよう、多職種による
質の高いチーム医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。 

○１年以上の長期在院者の地域移行を推進するため、多職種によ
る退院促進に向けた取組を推進する。 

 



○ 長期入院患者に対する医療の提供のあり方を含む精神科医療のあり方について、「精神障害者 
 に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」で、議論を行った。 

○ 第６回、第７回の検討会で、精神病床の居住系施設への転換について議論が行われ、賛否両論 
 ありながらも、検討を行うことについては、各構成員の意見が一致した。 

 ※ 従前から精神病床の転換は、病院による患者の囲い込みを招き、地域生活への移行を阻害 
  するとの意見もある。 

第６回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等検討会 岩上構成員提出資料   
                              (抜粋の上、太字下線部分を加工) 

・重度かつ慢性以外の入院期間が１年を超える長期在院者への支援 
  長期在院者への地域生活の移行支援に力を注ぎ、また、入院している人たちの意向を踏まえたうえ 
 で、病棟転換型居住系施設、例えば、介護精神型施設、宿泊型自立訓練、グループホーム、アパー 
 ト等への転換について、時限的であることも含めて早急に議論していくことが必要。最善とは言えないま 
 でも、病院で死ぬということと、病院内の敷地にある自分の部屋で死ぬことには大きな違いがある。 

○ 指針において、以下下線部分の記載を追加し、当該記載に基づく検討課題については、検討会の 

 下に議論を行うための場を設け、本年、検討予定。 

【精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案（抜粋）】（平成２５年１２月１８日とりまとめ） 

・ 機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。 
 結果として、精神病床は減少する。また、こうした方向性を更に進めるため、地域の受け皿づ 
 くりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者 
 の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する。 

検討会における精神病床の転換に関する議論の経緯について 
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良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要） 

２．精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービ 

  スの提供に関する事項 

○外来・デイケア等での適切な医療を受けながら地域で生活できるよ
う、外来医療体制の整備及び充実並びに地域医療連携を推進する。 

○治療中断者等が地域で生活するために必要な医療を受けられるよ
うアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援）を推進する。 

○在宅の精神障害者の症状の急な増悪等に対応できるよう２４時間３
６５日対応できる医療体制の確保や身体疾患を合併する精神疾患患
者の受入体制の確保等により、精神科救急医療体制を整備する。 

○精神科外来等で必要と認められた身体疾患に対する医療について
適切に提供できるよう、一般の医療機関との連携を強化する。 

○保健所や精神保健福祉センター等における相談や訪問支援を通し
て、早期に必要な医療に適切にアクセスできる体制の整備と関係機
関の連携を進める。 

○障害福祉サービス事業を行う者等と医療機関との連携を推進すると
ともに、居住支援に関する施策を推進する。 
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良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要） 

３．医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有  

  する者との連携に関する事項 

 

○精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種と
の適切な連携を確保する。 

○チームで保健医療福祉を担う専門職種その他の精神障害者を支
援する人材の育成と質の向上を推進する。 
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良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要） 

４．その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保  

  に関する重要事項 

 

○保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市
町村等の他の関係機関の在り方も含めて検討し、当該検討に基
づく方策を推進する。 

○非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、
また、インフォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最
大限配慮する。 

○自殺（うつ病等）、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した
医療を提供する。 

○精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康
づくりの一環として、心の健康づくりを推進する。 

 



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴
い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
 ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行
う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
 ・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
 ・退院促進のための体制整備 
 を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 

 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を
勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の
在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 

 

１．概要 

２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の
策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 



【医療保護入院制度の課題】 
○  精神障害者の入院には、任意入院、措置入院、医療保護入院の形態が設けられている。  

○  このうち、自らが病気であるという認識をもたない患者等に対して行われている現行の医療保護入院
は、 

    ・保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり入院が長期化しやすい、 
    ・本人の意思に反した判断となるため、本人と保護者の間にあつれきが生まれやすく保護者の負担と 
      なっている、 
   といった問題があり、特に精神障害当事者や家族から長く見直しが求められてきた。 
【今後の方向性】   
○ 医療保護入院について、保護者の同意によらず、精神保健指定医の判断での入院とする一方、 
   ① 早期退院を目指した手続きとする 
   ② 入院した人は自分の気持ちを代弁する人を選べることとする 
  等、入院後の手続きを強化することにより、権利擁護を図る。 

「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」における
議論 

【保護者制度の見直し】 
○   家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に

伴い、負担が大きくなっており、本人と家族の関係が様々で必ずしも保護者が本人の利益保護を行えると
は限らない等の理由から、原則として削除する。 
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◆医療保護入院時に保護者の同意に替え、誰かの同意を必要とするかどうかとの論点 
 
  
 
 
 
 
 

 
○ 検討チーム・作業チームでは、保護者による同意を削除する以上、精神保健指定医１名の診断 
  のほかに誰かの同意が必要ではないかとの意見があった。 
  ・ 精神保健指定医１名の診断と同時に、別の精神保健指定医による診断が必要とする意見 
   （すなわち、精神保健指定医２名による診断が必要とする意見） 
・ 入院してから一定期間内に、別の精神保健指定医又は別の医師（病院の管理者等）による診断
が必要とする意見 

  ・ 精神保健指定医１名の診断と同時に、地域支援関係者の同意又は関与を必要とする意見 
・ 精神保健指定医１名の診断のほかに、裁判所による承認が必要とする意見（※１） 

 
 ○ これに対しては、以下のような意見があった。 
  ・ 入院の判断を厳しくするよりも、入院をさせた上で適切な医療を提供し、早期に退院させることを 
   目指すべき。 
  ・ 医療に関しては医師が全責任を負っており、その法的責任を免れることはできず、医師以外の誰 
   かの同意がなければ入院させられないということはない。 
  ・ 新たに誰かの同意を必要とすれば、入院の必要性がある場合でも、保護者が同意しなければ適 
   切な医療に結びつかないという医療保護入院の制度的課題を解決できない。 
  ・ 現に医療保護入院者数が年に１４万人に上っている現状、精神保健指定医や地域支援関係者 
   の確保の面から、こうした仕組みの導入は現実的ではない。 

医療におけるインフォームドコンセントが重要視される中、患者に寄り添う家族
の承諾なしに、医師のみの判断で同意能力のない者への医療が提供できるのか？ 
一般の医療において、同意能力のない者の代諾の役割は家族が担っている。 
患者の権利擁護の観点から、指定医１名の診断のみで強制的入院が許されるか？ 
措置入院が指定医２名、医療保護入院が指定医１名の診断となることの妥当性。 
保護者制度は、監禁罪との関係で、その違法性を阻却するために制度化された。 

検討 
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医療保護入院の手続きについて改正精神保健福祉法の規定 

 
 

○ 医療保護入院について、保護者の同意によらず、精神保健指定医１名の判断での入院とする。 
   一方で、 
   ① 早期退院を目指した手続きとする 
   ② 入院した人は自分の気持ちを代弁する人を選べることとする 
  等、入院後の手続きを強化することにより、権利擁護を図る。 

 
    

「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」の報告書（平成２４年６月２８日） 

○ 医療保護入院における保護者の同意要件を外し、 
  家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意と、精神保健指定医１名の判断を要件とする。 
  また、精神科病院の管理者に、退院促進のための体制整備を義務づけた。 
 
  ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長 
 

「改正精神保健福祉法」（平成２５年６月１３日成立） 

 
 
「検討チーム」の報告では、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、病院などに伝える役割をする「代
弁者（アドボケーター）」を選ぶことができる仕組みを導入するべき、とされたが、「代弁者」の実施主
体、活動内容等について様々な意見があることから、今回の法改正には盛り込まず、具体化に向けた
調査・研究を行っていくこととした。 

 
    

※「代弁者」について 
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１．今回の法改正においては、保護者制度の廃止に伴い、医療保護入院について精神保健指
定医１名の判定とともに、家族等（配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人をいう。
以下同じ。）のうちいずれかの者の同意を必要とすることとした。（法第33条第1項及び第２
項）  

２．当該改正の趣旨は、適切な入院医療へのアクセスを確保しつつ、医療保護入院における
精神障害者の家族等に対する十分な説明とその合意の確保、精神障害者の権利擁護等を
図るものである。  

３．なお、医療保護入院は、本人の同意を得ることなく入院させる制度であることから、その運
用には格別の慎重さが求められる。本人の同意が求められる状態である場合には、可能な
限り、本人に対して入院医療の必要性等について十分な説明を行い、その同意を得て、任
意入院となるように努めなければならない。  

４．医療保護入院においては、その診察の際に付き添う家族等が、通例、当該精神障害者を
身近で支える家族等であると考えられることから、精神科病院の管理者（以下「管理者」とい
う。）は、原則として、診察の際に患者に付き添う家族等に対して入院医療の必要性等につ
いて十分な説明を行い、当該家族等から同意を得ることが適当である。 

５．管理者が家族等の同意を得る際には、当該家族等の氏名、続柄等を書面で申告させて確
認する。その際には、可能な範囲で運転免許証や各種医療保険の被保険者証等の提示に
よる本人確認を行うことが望ましい。 

  また、家族等の同意に関する書面の様式例を参考までに添付するので、適宜活用された
い。 

医療保護入院における家族等の同意に関する運用の考え方 
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（平成２６年１月２４日精神・障害保健課長通知） 



38 



６．管理者が家族等の同意を得る際に、後見人又は保佐人の存在を把握した場合には、これ
らの者の同意に関する判断を確認することが望ましい。  

７．また、当該医療保護入院者に係る精神障害者が未成年である場合に管理者が親権者から
同意を得る際には、民法（明治29年法律第89号）第818条第３項の規定にしたがって、原則と
して父母双方の同意を要するものとする。  

８．精神障害者に対する医療やその後の社会復帰には家族等の理解と協力が重要であること
を踏まえると、医療保護入院は、より多くの家族等の同意の下で行われることが望ましい。 

  このため、管理者が医療保護入院の同意についての家族等の間の判断の不一致を把握し
た場合においては、可能な限り、家族等の間の意見の調整が図られることが望ましく、管理
者は、必要に応じて家族等に対して医療保護入院の必要性等について説明することが望ま
しい。  

９．管理者が家族等の間の判断の不一致を把握した場合であって、後見人又は保佐人の存在
を把握し、これらの者が同意に反対しているときには、その意見は十分に配慮されるべきも
のと解する。  

10．また、管理者が家族等の間の判断の不一致を把握した場合において、親権を行う者の同

意に関する判断は、親権の趣旨に鑑みれば、特段の事情があると認める場合を除き、尊重
されるべきものと解する。  

11．医療保護入院後に管理者が当該入院に反対の意思を有する家族等（医療保護入院の同

意を行った家族等であって、入院後に入院に反対することとなったものを含む。）の存在を把
握した場合には、当該家族等に対して入院医療の必要性や手続の適法性等について説明
することが望まれる。その上で、当該家族等が依然として反対の意思を有するときは、管理
者は、都道府県知事（精神医療審査会）に対する退院請求を行うことができる旨を教示す
る。 39 



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴
い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
 ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行
う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
 ・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
 ・退院促進のための体制整備 
 を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 
 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を
勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の
在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 
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１．概要 

２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の
策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 

○ 医療保護入院者の退院促進に関する措置は、医療保護入院が本人の同意
を得ることなく行われる入院であることを踏まえ、本人の人権擁護の観点
から可能な限り早期治療・早期退院ができるよう講じるもの。 

○ 本措置は、法令上は医療保護入院者のみを対象として講じる義務が課さ
れているものであるが、その他の入院形態の入院患者の早期退院のために
も有効な措置であることから、任意入院者等の医療保護入院者以外の入院
形態による入院者にも同様の措置を講じることにより退院促進に努めてい
ただきたい。 



○ 医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保
健福祉士等）の設置 
 
 

第３３条の４ 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保
健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令
で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院
者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じ
させ、及びこれらの者を指導させなければならない。 

 

精神科病院の管理者の責務（１） 
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退院後生活環境相談員の選任 

１．退院後生活環境相談員の責務・役割 

（１）退院後生活環境相談員は、医療保護入院者が可能な限り早期に退院できるよう、個々の医療保
護入院者の退院支援のための取組において中心的役割を果たすことが求められること。 

（２）退院に向けた取組に当たっては、医師の指導を受けつつ、多職種連携のための調整を図ることに
努めるとともに、行政機関を含む院外の機関との調整に努めること。 

（３）医療保護入院者の支援に当たっては、当該医療保護入院者の意向に十分配慮するとともに、個人
情報保護について遺漏なきよう十分留意すること。 

（４）以上の責務・役割を果たすため、退院後生活環境相談員は、その業務に必要な技術及び知識を
得て、その資質の向上を図ること。 

２．選任及び配置 

（１）退院に向けた相談を行うに当たっては、退院後生活環境相談員と医療保護入院者及びその家族
等との間の信頼関係が構築されることが重要であることから、その選任に当たっては、医療保護入
院者及び家族等の意向に配慮すること。 

（２）配置の目安としては、退院後生活環境相談員１人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担

当すること（常勤換算としての目安）とし、医療保護入院者１人につき１人の退院後生活環境相談員
を入院後７日以内に選任すること。兼務の場合等については、この目安を踏まえ、担当する医療保
護入院者の人数を決めること。 

※選任した退院後生活環境相談員の氏名は、「入院診療計画書」（入院後７日以内に作成し、患者又は家族に交付）に記載し、その写し
を「入院届」（入院後10日以内に都道府県知事に提出）に添付すること。 
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３．退院後生活環境相談員として有するべき資格 
①精神保健福祉士 
②看護職員（保健師を含む。）、作業療法士、社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した

経験を有する者 
③３年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業

務に従事した経験を有する者であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者（ただし、平成29
年３月31日までの間については、研修を修了していなくても、前段の要件を満たしていれば、資格を有することとしてよいこととする。） 

４．業務内容 
（１）入院時の業務 

  医療保護入院者及びその家族等に対して以下についての説明を行うこと。 

  ・退院後生活環境相談員として選任されたこと及びその役割 

  ・本人及び家族等の退院促進の措置への関わり（地域援助事業者の紹介を受けることができること。また、本人にお

いては、医療保護入院者退院支援委員会への出席及び退院後の生活環境に関わる者に委員会への出席の要請を行うことができる
こと等） 

（２）退院に向けた相談支援業務 

  ア 医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じるほか、退院に向けた意欲の喚起や具体的
な取組の工程の相談等を積極的に行い、退院促進に努めること。 

  イ 医療保護入院者及びその家族等と相談を行った場合には、当該相談内容について相談記録又
は看護記録等に記録をすること。 

  ウ 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該医療
保護入院者の治療に関わる者との連携を図ること。 
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5.その他 
（１）医療保護入院者が退院する場合において、引き続き任意入院により当該病院に入院するときに

は、当該医療保護入院者が地域生活へ移行するまでは、継続して退院促進のための取組を行うこと
が望ましいこと。 

（２）医療保護入院者の退院促進に当たっての退院後生活環境相談員の役割の重要性に鑑み、施行
後の選任状況等を踏まえて、退院後生活環境相談員として有するべき資格等の見直しを図ることも
考えられるため、留意されたいこと。 

（３）地域援助事業者等の紹介に関する業務 

  ア 医療保護入院者及びその家族等から地域援助事業者の紹介の希望があった場合や、当該医
療保護入院者との相談の内容から地域援助事業者を紹介すべき場合等に、必要に応じて地域
援助事業者を紹介するよう努めること。 

  イ 地域援助事業者等の地域資源の情報を把握し、収集した情報を整理するよう努めること。 

  ウ 地域援助事業者に限らず、当該医療保護入院者の退院後の生活環境又は療養環境に関わる
者の紹介や、これらの者との連絡調整を行い、退院後の環境調整に努めること。 

（４）医療保護入院者退院支援委員会に関する業務 

  ア 医療保護入院者退院支援委員会の開催に当たって、開催に向けた調整や運営の中心的役割
を果たすこととし、充実した審議が行われるよう努めること。 

  イ 医療保護入院者退院支援委員会の記録の作成にも積極的に関わることが望ましいこと。 

（５）退院調整に関する業務 

  医療保護入院者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整を行うとともに、適
宜地域援助事業者等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。 

（６）その他 

  定期病状報告の退院に向けた取組欄については、その相談状況等を踏まえて退院後生活環境相
談員が記載することが望ましいこと。 



○ 地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行
う相談支援事業者等）との連携 
 
 

第３３条の５ 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保
護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると
認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところによ
り、一般相談事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律第５条第１６項に規定する特定相談支援事業（第４９条第１項におい
て「特定相談支援事業」という。）を行う者、介護保険法第８条第２３項に規定
する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関す
る各般の問題につき精神障害者又はその家族からの相談に応じ必要な情報の提
供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生
労働省令で定めるもの（次条において「地域援助事業者」という。）を紹介する
よう努めなければならない。 

 

精神科病院の管理者の責務（２） 
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地域援助事業者の紹介 

１．地域援助事業者の紹介の趣旨・目的 

地域援助事業者の紹介は、医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サー
ビスについて退院前から相談し、医療保護入院者が円滑に地域生活に移行することができるよう、精
神科病院の管理者の努力義務とされているものであり、必要に応じて紹介を行うよう努めること。 

２．紹介の方法 

（１）地域援助事業者の紹介の方法については、書面の交付による紹介に限らず、例えば、面会による
紹介（紹介する地域援助事業者の協力が得られる場合に限る。）やインターネット情報を活用しなが
らの紹介等により、医療保護入院者が地域援助事業者と積極的に相談し、退院に向けて前向きに取
り組むことができるよう工夫されたいこと。 

（２）紹介を行う事業者については、必要に応じて当該医療保護入院者の退院先又はその候補となる
市町村への照会を行うほか、精神保健福祉センター及び保健所等の知見も活用すること。 

３．紹介後の対応 

地域援助事業者の紹介を行った場合においては、退院後生活環境相談員を中心として、医療保護
入院者と当該地域援助事業者の相談状況を把握し、連絡調整に努めること。 
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４．地域援助事業者による相談援助 

（１）地域援助事業者は、医療保護入院者が障害福祉サービスや介護サービスを退院後円滑に利用で
きるよう、当該地域援助事業者の行う特定相談支援事業等の事業やこれらの事業の利用に向けた
相談援助を行うこと。 

（２）医療保護入院者との相談に当たっては、退院後生活環境相談員との連携に努め、連絡調整を図
ること。 

（３）相談援助を行っている医療保護入院者に係る医療保護入院者退院支援委員会への出席の要請
があった場合には、できる限り出席し、退院に向けた情報共有に努めること。 



○ 退院促進のための体制整備 
 
 

第３３条の６ 精神科病院の管理者は、前２条に規定する措置のほか、厚生労働
省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、
医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な
体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域に
おける生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。 

 

精神科病院の管理者の責務（３） 
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医療保護入院者退院支援委員会 

２．対象者 
①在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記

載した推定される入院期間を経過するもの 

②在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、委員会の審議で設定された推定される入院期間
を経過するもの 

③在院期間が１年以上の医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会での審議が必要と認める
もの 

※当該推定される入院期間を経過する時期の前後概ね２週間以内に委員会での審議を行うこと。 

※入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記載する推定される入院期間については、既に当該医療保護入院
者の病状を把握しており、かつ、１年以上の入院期間が見込まれる場合（例えば措置入院の解除後すぐに医療保護入院

する場合等）を除き、原則として１年未満の期間を設定すること。 

※入院から１年以上の医療保護入院者を委員会での審議の対象者としない場合は、具体的な理由（例えば精神症状が

重症であって、かつ、慢性的な症状を呈することにより入院の継続が明らかに必要な病状であること等）を定期病状報告に記載す
ること。具体的な理由がない場合は、原則として委員会での審議を行うことが望ましいこと。 

※既に推定される入院期間経過時点から概ね１ヶ月以内の退院が決まっている場合（入院形態を変更し、継続して任
意入院する場合を除く。）については、委員会での審議を行う必要はないこと。 

※平成２６年３月３１日以前に医療保護入院した者に対しては、病院の管理者が必要と認める場合に限り、委員会を
開催することが可能（経過措置）。 

１．医療保護入院者退院支援委員会の趣旨・目的 
 医療保護入院者退院支援委員会（以下「委員会」という。）は、病院において医療保護入院者の入院
の必要性について審議する体制を整備するとともに、入院が必要とされる場合の推定される入院期間
を明確化し、退院に向けた取組について審議を行う体制を整備することで、病院関係者の医療保護入
院者の退院促進に向けた取組を推進するために設置。 



３．出席者 
①主治医（主治医が精神保健指定医でない場合は、主治医以外の精神保健指定医も出席） 

②看護職員（当該医療保護入院者を担当する看護職員が出席することが望ましい） 

③退院後生活環境相談員 

④①～③以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員 

⑤医療保護入院者本人（本人が出席を希望する場合） 

⑥医療保護入院者の家族等（本人が出席を求めた場合であって、出席を求められた者が出席要請に
応じるとき） 

⑦地域援助事業者その他の退院後の生活環境に関わる者（⑥と同様） 

※③が②にも該当する場合は、その双方を兼ねることも可能であるが、その場合には、④の者であって当該医療保護
入院者の診療に関わるものを出席させることが望ましい。 

※⑦としては、入院前に当該医療保護入院者が通院していた診療所や退院後に当該医療保護入院者が診療を受け
ることを予定する医療機関等も想定。当該医療保護入院者に対し退院後生活環境相談員がこれらの者に対し出席
を要請しなくてよいか確認する等、当該医療保護入院者の退院後の生活環境を見据えた有意義な審議ができる出
席者となるよう努めること。 

50 

４．開催方法 
（１）当該病院における医療保護入院者数等の実情に応じた開催方法で差支えない。 
   【例】・月に１回委員会を開催することとし、当該開催日から前後２週間に推定される入院期間を経過する医療保護入院者を対象とし

て、出席者を審議対象者ごとに入れ替えて開催 

      ・推定される入院期間の経過する医療保護入院者がいる日に委員会で審議 

（２）開催に当たっては、十分な日時の余裕を持って審議対象となる医療保護入院者に委員会の開催
について通知し（通知例：別添様式１）、通知を行った旨を診療録に記載すること。 

   当該通知に基づき３中⑥及び⑦に掲げる者に対する出席要請の希望があった場合には、当該希
望があった者に対し、㋐委員会の開催日時および開催場所、㋑医療保護入院者本人から出席要請
の希望があったこと、㋒出席が可能であれば委員会に出席されたいこと、㋓文書による意見提出も
可能であること、を通知すること。 
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６．審議結果 

（１）委員会における審議の結果については、別添様式２（医療保護入院者退院支援委員会審議記録）
に記載して記録するとともに、診療録には委員会の開催日の日付を記録することとすること。 

（２）病院の管理者（大学病院等においては、精神科診療部門の責任者）は、医療保護入院者退院支
援委員会の審議状況を確認し、医療保護入院者退院支援委員会審議記録に署名すること。また、審
議状況に不十分な点がみられる場合には、適切な指導を行うこと。 

（３）審議終了後できる限り速やかに、審議の結果を本人並びに当該委員会への出席要請を行った３
⑥及び⑦に掲げる者に対して別添様式３により通知すること。 

（４）委員会における審議の結果、入院の必要性が認められない場合には、速やかに退院に向けた手
続をとること。 

（５）医療保護入院者退院支援委員会審議記録については、定期病状報告の際に、当該報告から直近
の審議時のものを定期病状報告書に添付すること。 

５．審議内容 
 委員会においては、以下の３点その他必要な事項を審議 

   ①医療保護入院者の入院継続の必要性の有無とその理由 

   ②入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間 

   ③②の推定される入院期間における退院に向けた取組 
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別添様式２ 
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医療保護入院者の定期病状報告書の改正内容 

○以下の欄及び「記載上の留意事項」を追加。  

退院に向けた取組の
状況（選任された退院
後生活環境相談員と
の相談状況、地域援
助事業者の紹介状況、
医療保護入院者退院
支援委員会で決定した
推定される入院期間等
について） 

  

  

  

  

  

  

 

選任された退院後生活環境相談員 

記 載 上 の 留 意 事 項 
 
1～6 （略） 
7 入院後の診察により精神症状が重症であって、かつ、慢性的な症状を呈することにより入院の継続が
明らかに必要な病状であること等により１年以上の入院が必要であると判断される場合には、「過去12
か月間の治療の内容と、その結果及び通院又は任意入院に変更できなかった理由」の欄にその旨を記
載すること。 

8  「退院に向けた取組の状況」の欄については、 
  ① 退院後生活環境相談員との最初の相談を行った時期やその後の相談の頻度等 
  ② 地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地域援助事業者との相談の状況等 
  ③ 医療保護入院者退院支援委員会での審議状況等 
について記載することとし、③については、必要に応じて医療保護入院者退院支援委員会における審議
結果記録の写しを添付した上で、その旨同欄に明記すること。 

9～11 （略） 



指定医診察 

入院時 

保護者同意 

病
院 

県 

10日以内 

入院届提出 

受理 

精神医療 
審査会 

定期病状報告 

受理 

精神医療 
審査会 

入院時 

病
院 

県 

10日以内 入院後早期 

地
域 

入院予定期間 
（入院期限） 

12か月 
（以後12か月ごと） 

特に慎重な
審査が必要
な場合 

見直し後の手続き 

現在の医療保護入院の手続き 

退院準備 

入院当初から早期の退院を目指した手続きを導入 

12か月 
（以後12か月ごと） 

保護者に大きな負担・入院長期化しやすい状況 

指定医診察 入院届提出 

受理 

精神医療 
審査会 

退院後生活環境 
相談員を選任 

地域の相談支
援事業者 

入院予定期間を
記載した入院診
療計画を提出 

院内の委員会で
入院期間の更新
について審査 

参画可 

定期病状報告 

退院に必要な支
援や環境調整等
の内容を報告 

退院に向けた 
具体的指示 

受理 

精神医療 
審査会 

精神医療 
審査会 

精神医療審査
会が病院に出向
いて審査 

参画可 

病院での各種手続
きの実施状況は、
年１回全病院に対し
て行う実地指導で

確認 

病院での各種手続き
の実施状況は、年１
回全病院に対して行
う実地指導で確認 

紹介 

院外の地域支
援事業者 

相談・支援 
家族等の同意 

医療保護入院手続きの見直し（新旧の模式図）  ※イメージ 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、
負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
 ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
 ・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
 ・退院促進のための体制整備 
 を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 

 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を
勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の
在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 
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１．概要 

２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の
策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 



① 精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験
を有する者」を規定する。   
 
第１４条 精神医療審査会は、その指名する委員５人をもって構成する合議体
で、審査の案件を取り扱う。 

２ 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号
に定める員数以上とする。 

 一 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 ２ 
 二 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 １ 
 三 法律に関し学識経験を有する者 １ 
  
                           
 

精神医療審査会に関する見直し（１） 
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② 精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人ととも
に、家族等を規定する。 
   
（退院等の請求） 
第３８条の４ 精神科病院に入院中の者又はその家族等（その家族等がない場合
又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあっては、そ
の者の居住地を所管する市町村長）は、厚生労働省令で定めるところにより、都
道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対
し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要
な措置を採ることを命じることを求めることができる。 

 
  
                           
 

精神医療審査会に関する見直し（２） 
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精神医療審査会の負担の軽減・機能強化 

○退院等の請求について 
 ・意見聴取等への予備委員の活用 

 ・書面による意見聴取の活用 

 ・意見聴取の必要性の整理（例．同一案件について複数の者から請求があった 

  場合） 

※平成２５年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）研究班の研究結果を受け、
精神医療審査会運営マニュアルを改正 

○定期の報告等の審査について 
 ・事前の書類審査による疑義事項の明確化 



 
障害者総合支援法関係 



障害福祉サービスの実利用者数の推移 

※平成２４年４月からの制度改正で、障害者自立支援法の児童デイサービスが児童福祉法の障害児通所支援に移行したこと等によ
り、障害福祉サービスの実利用者数の比較ができないことから、伸び率（年率）は、３月時点の実利用者数で比較している。 

 平成23年３月 → 平成24年３月の伸び率（年率）・・・・・ １１．９％ 
                  うち、精神障害者の伸び率・・・・・２３．３％ 
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精神障害者の障害福祉サービスの利用状況 

サービス種類 

平成25年６月 

利用者数（人） 

総数 
障害種別内訳 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 

居宅介護 140,474  64,573  23,853  42,204  9,644  200  

重度訪問介護 9,398  9,046  306  38  3  5  

行動援護 7,217  366  3,993  35  2,823  0  

重度障害者等包括支援 37  16  21  0  0  0  

同行援護 20,284  19,926  152  29  176  1  

療養介護 19,286  16,690  2,580  8  8  0  

生活介護 250,529  75,060  171,410  3,985  71  3  

短期入所 36,287  9,601  20,143  1,072  5,468  3  

共同生活介護 57,767  4,536  45,006  8,213  9  3  

施設入所支援 133,620  41,295  91,607  706  12  0  

共同生活援助 27,097  867  12,941  13,282  7  0  

自立訓練（機能訓練） 2,601  2,539  29  32  1  0  

自立訓練（生活訓練） 12,827  577  5,018  7,216  14  2  

宿泊型自立訓練 4,226  61  1,402  2,763  0  0  

就労移行支援 26,550  2,527  14,065  9,930  21  7  

就労移行支援（養成施設） 203  203  0  0  0  0  

就労継続支援A型 30,144  6,418  12,670  11,021  10  25  

就労継続支援B型 174,173  22,501  99,660  51,912  71  29  

計 952,720  276,802  504,856  152,446  18,338  278  

計画相談支援 35,731  9,134  14,371  11,719  454  53  

地域移行支援 504  28  49  427  0  0  

地域定着支援 1,416  218  476  722  0  0  

相談支援を含む計 990,371  286,182  519,752  165,314  18,792  331  

・ 平成25年６月現在、障害福祉サービスを利用している精神障害者は、13.２万人（実人員）。 
・ 障害福祉サービスの種類ごとの利用状況をみると、約2.1万人が住まいの場としてグループホーム、ケアホームを利用している。 
・ 日中活動の場としては、就労継続支援Ｂ型が5.2万人、就労継続支援Ａ型が1.1万人、就労移行支援が1.0万人と就労系サービスの利 
 用が最も多く、次いで日常生活上の訓練等を行う自立訓練（生活訓練）が0.7万人となっている。 
・ 平成24年4月から個別給付化された地域相談支援は、地域移行支援を4２7人、地域定着支援を7２２人が利用している。 

（出典）国保連データ（６月サービス提供実績） 63 



平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の
除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害
支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて

行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

２．概要

３．施行期日

地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する

支援の在り方
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日 成立、同６月２７日 公布）

５．障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時

介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする）
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ

の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点

的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）
④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための

研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ

把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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１．平成25年４月施行分 

２．平成26年４月施行分 

 
 難病等の範囲は、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での議論を踏まえ、当面、市町村の補助事業 
(難病患者等居宅生活支援事業)の対象疾病と同じ範囲とし、対象疾患を定める政令改正を実施。 
 ※新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、今後見直しを行う。 

平成24年度 約200市区町村の協力の下、障害程度
区分の認定に関する詳しいデータを収集し、知的
障害・精神障害の二次判定での引上げ要因の詳細
な分析等を実施。 
 

平成25年度 新たな調査項目による認定調査やこ
れに基づく障害支援区分の判定について、約100程
度の市区町村でモデル事業を実施して、新たな判
定式を確定。また、市区町村が使用する障害支援
区分判定ソフトの開発や認定調査員マニュアルの
改正も行う。 

障害者総合支援法の施行に関わる主な検討課題 

障害者の範囲への難病等の追加 

障害支援区分 ケアホームのグループホームへの一元化 

 一元化後のグループホームを介護サービス包括型と外
部サービス利用型の２類型とし、サテライト型住居を創
設。これに伴い、指定基準省令や報酬告示等を改正。 

重度訪問介護の対象拡大 

 現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的
・精神障害者に対象を拡大。これに伴い、指定基
準省令や報酬告示等を改正。 

地域移行支援の対象拡大 

 現行の障害者支援施設等に入所している障害者又は精
神科病院に入院している精神障害者に加え、保護施設、
矯正施設等を退所する障害者に対象を拡大。 

※基本指針の改正  
 市町村及び都道府県において平成26年度中に第４期障
害福祉計画（計画期間：平成27～平成29年度）の作成が
行われることから、今春を目途に、障害福祉サービス等
の提供体制の確保に係る目標に関する事項等について、
基本指針を改正。 
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障害支援区分への見直し 



 
○「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な支援の度合を示す区分であることが分かりにくい。 

① 名称･定義の変更（第４条第４項） 

障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し 

（平成26年４月１日 施行） 

名称：障害支援区分 

定義：障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。 

名称：障害程度区分 

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの。 

 
○知的障害者や精神障害者について、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で 

 引き上げられている割合が高く、その特性を反映できていないのではないか、との課題が指摘されている。 

② 知的障害･精神障害の特性の反映（附則第２条） 

政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、区分の制定に当たっての適切な

配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。 

一次判定から二次判定で引き上げられている割合 

【平成22年10月～平成23年９月】身体障害：20.3％、知的障害：43.6％、精神障害：46.2％ 

【平成23年10月～平成24年９月】身体障害：17.9％、知的障害：40.7％、精神障害：44.5％ 

③ 法施行後３年を目途とした検討（附則第３条） 

政府は、障害者総合支援法の施行後３年（障害支援区分の施行後２年）を目途として、『障害支援区分の認定を含めた支給決定

の在り方』等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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障害支援区分 

障害程度区分 

障害支援区分の審査判定プロセス（障害程度区分からの改正点） 

一次判定（コンピュータ判定） 二次判定（市町村審査会） 

特記事項 医師意見書 

認定調査項目（行動障害）【09/106項目】 

認定調査項目（精神面等）【11/106項目】 

認定調査項目（日常生活行為等）【79/106項目】 

認定調査項目（IADL）              【07/106項目】 

認定調査項目の見直し 

・認定調査項目の追加･統合･削除、選択肢の統一 

・認定調査における判断基準の見直し 

区分６ 
～ 

区分１ 

非該当 

一次判定（コンピュータ判定） 二次判定（市町村審査会） 

医師意見書（一次判定で評価した項目を除く） 

認定調査項目【80/80項目】 

医師意見書（てんかん･精神障害の機能評価･麻痺･拘縮） 

区分６ 
～ 

区分１ 

非該当 

特記事項 

○知的･精神･発達障害等を中心に、障害特性をより反映でき 

 る認定調査項目が必要。 

新たな判定式（コンピュータ判定式）の構築 

・二次判定の引き上げ要因を組み込んだ「全国一律の新たな 

 判定式（コンピュータ判定式）」を構築 
 
※これまでの実績を踏まえ、申請者と同じ状態像にある者の 

 最終結果（二次判定結果）に“より近い”一次判定が出る仕組み 

新判定式 

○「できたりできなかったりする場合」の「できない場合」 

 が一次判定で評価されにくい。 

○行動障害や精神面に関する認定調査項目が一次判定におい 

 て活用（評価）されていない。 

○二次判定（市町村審査会）において、一次判定結果を引き 

 上げる割合は、各地域において差が生じている。 
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し
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直
し
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○特に、知的障害、精神障害や発達障害の特性をより反映するため、以下の認定調査項目（６項目）を追加。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ※その他、既存の認定調査項目における評価内容（評価範囲）の見直しを実施。（以下、主な見直し項目を例示。） 

① 認定調査項目の追加 

 
○認定調査時における障害者等の負担軽減を図るため、評価が重複する認定調査項目等を統合（14項目→７項目）・削除（25項目）。 

② 認定調査項目の統合･削除 

健康･栄養管理 

危険の認識 

読み書き 

感覚過敏･感覚鈍麻 

集団への不適応 

多飲水･過飲水 

麻痺(５項目)･拘縮(６項目) じょくそう以外の皮膚疾患 飲水 洗顔 整髪 

つめ切り 毎日の日課の理解 生年月日をいう 短期記憶 自分の名前をいう 

今の季節を理解 場所の理解 幻視幻聴 火の不始末 文字の視覚的認識 

削
除 

上衣の着脱 洗身 調理 意思の伝達 独自の意思伝達 

ｽﾞﾎﾞﾝ･ﾊﾟﾝﾂの着脱 入浴準備･後片付け 食事の配膳･下膳 指示への反応 説明の理解 

衣服の着脱 入浴 調理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 説明の理解 

統
合 

被害的 大声を出す 

疑い深く拒否的 通常と違う声 

被害的･拒否的 大声･奇声を出す 

食事 

行動上の障害 

食事開始前の食べやすくする支援も評価 

行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬等の頻度も含めて評価 

認定調査項目の見直し（106項目 → 80項目） 

視力･聴力 全盲･全ろうも評価（選択肢の追加） 

新
規 

「体調を良好な状態に保つために必要な健康面･栄養面の支援」を評価 

「危険や異常を認識し安全な行動を行えない場合の支援」を評価 

「文章を読むこと、書くことに関する支援」を評価 

「発達障害等に伴い感覚が過度に敏感、過度に鈍くなることの有無」を確認 

「集団に適応できないことの有無やその頻度」を確認 

「水中毒になる危険が生じるほどの多飲水･過飲水の有無やその頻度」を確認 
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○関連する認定調査項目の選択肢を統一するとともに、見守り等の支援も評価するなど、評価内容（評価範囲）を見直す。 

④ 選択肢の統一 

１．支援が不要 

２．見守り等の支援が必要 

３．部分的な支援が必要 

４．全面的な支援が必要 

身体介助関係 

１．支援が不要 

２．部分的な支援が必要 

３．全面的な支援が必要 

日常生活関係 

１．支援が不要 

２．希に支援が必要 

３．月に１回以上の支援が必要 

４．週に１回以上の支援が必要 

行動障害関係 

５．ほぼ毎日（週に５日以上の）支援が必要 

見守りや声かけ等の支援によって 

行為･行動ができる場合も評価 

普段過ごしている環境ではなく 

「自宅･単身」の生活を想定して評価 

行動上の障害が生じないための支援や 

配慮、投薬の頻度も含めて評価 

 
○「できたりできなかったりする場合」の「できない場合（支援が必要な場合）」を評価するため、判断基準を見直す。 

③ 判断基準の見直し 

「できたりできなかったりする場合」は、「より頻回な状況」に基づき判断。 

「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況（支援が必要な状況）」に基づき判断。 

障害程度区分 

障害支援区分 

「できない状況」に基づく判断は、運動機能の低下に限らず、 

 ・「知的･精神･発達障害による行動上の障害（意欲低下や多動等）」や 

  「内部障害や難病等の筋力低下や易疲労感」等によって「できない場合」 

 ・「慣れていない状況や初めての場所」では「できない場合」 を含めて判断。 

できたりできなかったりする場合の

頻度等は「特記事項」に記載 

一次判定（コンピュータ判定）で評価 二次判定（市町村審査会）で評価 
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 ○知的障害や精神障害について、二次判定での引き上げ率が大きく低下するとともに、身体障害との乖離も改善されるな

ど、 

  現行（障害程度区分）の判定式と比較では、知的障害や精神障害の特性をより反映できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「障害支援区分モデル事業 一次判定」×「障害支援区分モデル事業 二次判定」 

H23.10～H24.09 新たな判定式 差 引 

（ａ） （ｂ） (ｂ)-(ａ) 

全 体 ３４．０％ １５．２% ▲１８．８％ﾎﾟｲﾝﾄ 

（身体） １７．９％ １１．６% ▲ ６．３％ﾎﾟｲﾝﾄ 

（知的） ４０．７％ １５．３% ▲２５．４％ﾎﾟｲﾝﾄ 

（精神） ４４．５％ ２１．１% ▲２３．４％ﾎﾟｲﾝﾄ 

乖 離 

(精神)-(身体) 
２６．６％ﾎﾟｲﾝﾄ ９．５％ﾎﾟｲﾝﾄ ▲１７．１％ﾎﾟｲﾝﾄ 

（平成25年10月18日現在：96市区町村／2,611件） 

 

 平成２５年６月下旬 ～  

１．実施期間 
 

 ４０都道府県１０７市区町村 

２．実施市区町村 

障害支援区分モデル事業の結果検証 
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障害支援区分の施行に向けたスケジュール 

平成２５年 平成２６年 

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 

新判定式 
新調査項目 

審査判定基準 
（省令） 

マニュアル 

研修 

障害支援区分 
判定ソフト 

社会保障審議会障害者部会 意見募集 

障害支援区分モデル事業（107市区町村） 

パブコメ 

（障害支援区分判定ソフト2014 開発） 配布 
（国→市町村） 

（動作確認） 

（認定調査員・市町村審査会委員マニュアル等 検討） 案 配布 
（国→都道府県･市町村） 

   公布 （関連通知発出） 

障 
害 
支 
援 
区 
分 
  

施 
行 

平成26年４月以降に申請のあった者から順次 

新たな調査項目による認定調査を実施 

都道府県担当者研修 
（国実施） 

市町村担当者研修 
（都道府県実施） 

  確定版 配布 
（国→都道府県･市町村） 

1.23 

1.15 

1.21 

12.6～1.5 

7.1～7.31 11.19 10.15 9.24 

６月下旬～ 
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重度訪問介護の対象拡大 
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○ 対象者 

 
 
 
 
 
 
 

(現行) 
■ 重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者 
 → 障害程度区分４以上であって、下記のいずれにも該当する者 
    ① 二肢以上に麻痺等があること。 
    ② 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。                                               
                         
 
 
(見直し後) 
■ 重度の肢体不自由者その他の障害者であって、常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるもの 
 → 障害程度区分４以上であって、下記の①又は②の条件を満たす者 
   ①二肢以上に麻痺等があり、障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定さ

れていること。 
   ②知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する者であること。（障害支援区分への見直しを踏まえ、行動関連項目10

点以上の者とする） 
 
 
 
 
 
 
   

■居宅における 
 ・入浴、排せつ及び食事等の介護 
 ・調理、洗濯及び掃除等の家事 
 ・その他生活全般にわたる援助 
 ・外出時における移動中の介護 
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための 
  見守り等の支援を含む。 
■「行動障害を有する者」については、行動障害に専門性を 
 有する行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整な 
 どを行った上で、本サービスの利用を開始する。 

○ サービス内容 

■サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上 
 ・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、 
  ヘルパー１級 
 ・ヘルパー２級であって３年以上の実務経験がある者 
■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上 
 ・居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者 
※「行動障害を有する者」に対応する場合は、専門性を確保するため、 
 行動障害を有する者の障害特性に関する研修を受講することとする。 
 研修内容は、強度行動障害支援者養成研修と同等の内容とする予
定。 
 

○ 主な人員配置 

○ 事業所数  6,132（国保連平成25年9月実績） ○ 利用者数  9,503（国保連平成25年9月実績） 

重度訪問介護の見直し 
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支援の流れ（イメージ） 

相談支援事業者 

 

サービス担当者会議等における連携 サ 

ー 

ビ 

ス 

担 

当 

者 

会 

議 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
作
成 

行動援護 

 

 

問題行動のアセスメント（※） 

居宅内環境調整等 
 

 

居宅介護（適宜） 

 

 

 

 

他のサービス 

 

 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更 

サービス担当者会議等 

における連携 
 

 

重度訪問介護 

 

 

 

 

行動援護 

（必要に応じて） 

 

 
 

 

他のサービス 

 

 
※ 地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者支援セン 

 ター・障害福祉サービス事業・施設等の職員、或いは臨床心理士などの専門家であって、行動障害に関する専門知識や経 

 験を有する者によるアセスメント等を行うことも想定。 

行動障害を有する者に対する支援のイメージは、具体的には以下のとおりとなる。 

・ 相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、 

・ 行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメント（※）や居宅内環境調整等を行いつつ、 

・ 居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、 

・ サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、 

・ 支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。 

重度訪問介護の対象拡大後における行動障害を有する者への支援について 
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①アセスメント 

 

 

 

 

 

 
②支援の計画 

 

 

 

 
③支援 

行動観察・情報収集 

 

行動の分析・理解 

 

障害特性の理解 

・本人が困っていること                 

・本人ができる事、強み  の把握 

・本人の特性 

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く 
 
Ｂ．本人ができること、強みを活用する 
 
 ※支援計画は場面ごと、工程ごとに丁寧に作る

必要がある。 

・Ａ，Ｂを組み合わせた具体的なツールの作成
や構造化、環境調整などの支援計画の立案。 

・支援の方向性は基本に忠実に。 

・具体策やツールは個別化する。 

行動障害がある者に対するアセスメントから支援までのプロセス 

「障害者の地域生活の推進に関する検討会（第７回）」資料より作成 

・問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等については、以下のプロセスにより行う。 

・この支援計画に基づき、すべての事業者が支援方針や支援方法を共有する。 
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ケアホームのグループホームへの 

一元化 
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 グループホームで提供する支援を「基本サービス（日常生活の援助等）」と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」
の２階建て構造とし、介護サービスの提供については、① グループホーム事業者が自ら行うか（介護サービス包括型（現
行ケアホーム型））、②グループホーム事業者はアレンジメント（手配）のみを行い、外部の居宅介護事業所に委
託するか（外部サービス利用型）のいずれかの形態を事業者が選択できる仕組みとする。                           

介護サービス
の提供 

居宅介護
事業所 

居宅介護
事業所 

 
★介護サービスについては、現行のケアホームと同様に当該事業所 
 の従業者が提供。  
★利用者の状態に応じて、介護スタッフ（生活支援員）を配置。  
 

〈グループホーム〉 

運営者 

〈世話人・生活支援員〉 

個別支援計画の作成 
日常生活上の援助 
食事等の介護 

 
★介護サービスについて、事業所はアレンジメント（手配）のみを 
 行い、外部の居宅介護事業者等に委託。 
★介護スタッフ（生活支援員）については配置不要。  
 

〈グループホーム〉 

運営者 

〈世話人〉 

個別支援計画の作成 
日常生活上の援助 
介護サービスの手配 

× 
原則、利用 

不可 

〈ホームヘルパー〉 〈ホームヘルパー〉 

〈市町村〉 

報
酬
支
払 

〈市町村〉 

委託料支払 

委託契約 

介護サービス包括型のイメージ 

報
酬
支
払 

外部サービス利用型のイメージ 

 一元化後のグループホームは、介護を必要とする者としない者が混在して利用することとなり、また、介護を必要とする者 
の数も一定ではないことから、全ての介護サービスを当該事業所の従業者が提供するという方法は必ずしも効率的ではないと 
考えられる。一方、これまでのケアホームと同様に、馴染みの職員による介護付きの住まいを望む声もある。 

一元化後のグループホームにおける介護サービスの提供形態 

★重度の障害者に限っ
て、個人単位のホーム
ヘルプ利用（現行の特
例措置）を認める。 
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共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増や
していく観点から、グループホームの新たな支援形態の1つとして本体住居との密接な連携（入居者間の交流が可能）を前提として 

ユニットなど一定の設備基準を緩和した１人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みを創設 

○ 地域生活への移行を目指している障害者や現にグループホームを利用している障害者の中には、共同住居よりも単身での 
 生活を望む人がいる 
○ 少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても近隣に入居人数など条件にあった物件がなく、また、 
  物件が見つかっても界壁の設置など大規模改修が必要となるケースも少なくないとの声がある。 

サテライト型住居の概要 

食事や余暇活動
への参加

基幹となる共同生活住居

【本体住居】

【サテライト型住居】

【サテライト型住居】

居間や食堂などの
交流スペース

食事や余暇活動
への参加

民間アパート等
の一室

）））

）））

（本体住居の居間等を利用）

サテライト型住居の入
居者が概ね20分以内
で移動可能な距離

世話人による
巡回支援

本体住居 サテライト型住居 

共同生活
住居の入
居定員 

原則、２人以上１０
人以下 ※ 

１人 

ユ ニ ッ ト
（居室を除
く）の設備 

居間、食堂等の利用
者が相互に交流を図
ることができる設備 

本体住居の設備を
利用 

ユニットの
入居定員 

２人以上１０人以下 － 

設備 ・日常生活を営む上で必要な設備 
・サテライト型住居の利用者から適切に通
報を受けることができる通信機器（携帯電
話可） 

居室の面
積 

収納設備を除き７．４３㎡ 

   （サテライト型住居を設置する場合の設備基準） 

 本体住居、サテライト型住居（※）のいずれも事業者が確保 
 ※ 本体住居につき、２か所（本体住居の入居者が４人以下の場合は１か所））が上限 

単身等での生活が
可能と認められる
者が基本 

   （※）サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含ま 
     ないものとする（事業所の利用定員には含む）。 
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地域移行支援の対象拡大 
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地域移行支援の対象拡大について 

 
 １．基本的な考え方に関すること 
    ○ 重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、 
      ① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、 
      ② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所 
       している障害者 
     を新たに地域移行支援の対象とする。 

 ２．保護施設に入所している障害者に関すること 
    ○ 保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に入所し 
     ている障害者を地域移行支援の対象とする。 
 
 ３．矯正施設等に入所している障害者に関すること 
    ○  対象とする矯正施設の種類は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所）及び少年院とする。 
    ○  対象とする障害者は、矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、地域相談支援事業者によって障害福 
     祉サービスの体験利用や体験宿泊などを実施することが可能な者に限定する。 
       ※ 「矯正施設内で行う支援」（入所している障害者に対する面談、支援計画の作成、住居の確保等）は、現在も保護観察所、地 
          域生活定着支援センターとの連携により実施。 

       ※ 具体的には、「刑事施設又は少年院の職員の同行が可能である障害者」や、「刑事施設、少年院の長が刑事施設、少年院 
          の職員の同行なしでの外出又は外泊を許可した障害者」が想定されるが、具体的な対象施設、対象者の範囲等については関 
          係省庁等とも検討中。 

  
    ○  また、矯正施設を出所した障害者は、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用するケースが少なくないこと 
     から、更生保護施設等に入所した障害者についても支援の対象とする。 

地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設
等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。   【平成２６年４月１日施行】 

    保護施設、矯正施設等を退所する障害者などに対象拡大 
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地域生活支援拠点について 



障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想 

（地域生活支援拠点） 

地域生活支 点 、 住支 機能 地域支 機能 一体的 整備 推進 

コーディネーター 

＋ 

グループホーム 

地域支 機能 住支 機能 

10人 

生活介護・ 
就労系等 

10人 

10人×2 (建物の特例) 
※ショートステイの定員を含む 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

地域相談支援・地域生
活支援事業の活用等 

ショートステイ 
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障害者支援施設 

住支 機能 地域支 機能 

※地域生活支援拠点として地域に開かれた
小規模な障害者支援施設 

※安心生活支援事業（地域生活支援事業）によるコーディネイトや、個別給付による地域定着支援の実施を必須として、施設整備に対する補助について優先的に
採択することを検討 

30人程度 

コーディネーター 

地域相談支援・地域生
活支援事業の活用等 

ショートステイ 

生活介護・ 
就労系等 

24時間の相談受付 
緊急時等の受入 

(医療対応・シェルター等) 

地域生活の支援 
(緊急時の人的支援、様々な 
資源のコーディネイト等) 

高齢化に対応した 
日中活動の場 

(生活介護・就労系等) 

在宅医療等 

在宅医療等 

※ 拠点を設けず、地域において機能を分担
する「面的整備型」も考えられる 

地域連携 

地域相談支援・地域生活支援
事業の活用等 

親との同居 

グループホーム 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

地域連携 

一人暮らし 



厚生労働省 精神・障害保健課 

ご静聴ありがとうございました。 
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